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予算・決算委員会 

                  日時 令和７年９月18日（木曜日） 午前９時00分 開会 

                  場所 議場 

 

本日の委員会に付した事件 

 １ 議題 

   第９４号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第９５号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第９６号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第９７号議案                         「質疑・討論・採決」 

 

出席委員（17名） 

 委員長 丸山隆弘  副委員長 鈴木達雄 

 委 員 カークランド陽子  今泉吉孝  小林秀德  竹下修平  齊藤竜也 

     佐宗龍俊  鈴木長良  浅尾洋平  柴田賢治郎  小野田直美 

     山田辰也  村田康助  山口洋一  滝川健司  中西宏彰 

 議 長 長田共永 

 

欠席委員（なし） 

 

説明のために出席した者 

 市長、副市長、教育長、課長職以上の関係職員 

 

事務局出席者 

 議会事務局長 阿部和弘  議事調査課長 松井哲也  書記 山本弘美 

 書記 松井康浩 
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   開 会 午前９時00分 

○丸山隆弘委員長 ただいまから予算・決算

委員会を開会します。 

 本日は、９月12日の本会議において本委員

会に付託されました議案のうち、第94号議案 

令和７年度新城市一般会計補正予算（第２号）

から第97号議案 令和７年度新城市大野財産

区特別会計補正予算（第１号）までの４議案

を審査します。 

 審査は、説明を省略し、直ちに質疑に入り

ます。 

 質疑は、配付の質疑通告順序表に従って発

言を許可します。 

 質疑者、答弁者とも、予算審査の趣旨に沿

って、一問一答により簡潔明瞭にお願いをい

たします。 

 なお、２問目以降の質疑は、答弁に疑義の

ある場合に質疑を行うものとし、新規の質疑

は行わないようお願いいたします。 

 第94号議案 令和７年度新城市一般会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 これより、歳出２款総務費の質疑に入りま

す。 

 最初の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、質疑通告に従っ

て質疑を行わせていただきます。 

 歳出の２款１項７目財産管理費、普通財産

管理事業、23ページになります。 

 75万３千円の内容を伺います。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 75万３千円につき

ましては、普通財産となった西入船地内の武

道場跡地の売却検討に当たり、境界確定等公

図の整理及び不動産鑑定評価にかかる委託料

となります。 

 内訳については、測量分筆登記委託料52万

円、土地評価業務委託料23万３千円となりま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。武道場どこ

かなと、今、思ったんですが、そこの前に柔

道だとか、前の医師会のところだとか、そう

いったところで理解いたしました。 

 今回、不動産売買というか土地の委託とい

うことなんですが、今後、こちらの跡地は、

不動産としての売却になるのか、そういった

手続の予算につながっているのかというのを

教えてください。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 委員のお見込みの

とおり、現時点では売却で検討しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 では、あそこの土地は売却

ということで、一般の方に土地を売って家を

建てるとかそういった形で利用をする、跡地

利用という理解でいいのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 委員のお見込みの

とおりです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 ２番目の質疑者、滝川健司委員。 

○滝川健司委員 それでは、２款１項１目般

管理費、乗車券類販売事業、23ページです。 

 ＩＣカードが本長篠駅まで利用可能となり

ましたが、駅員配置の必要性について伺いま

す。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 本長篠駅にお

ける駅員の配置につきましては、これまでど

おり必要であると認識をしております。 

 その理由としましては、本長篠駅が無人駅

となった場合に、鳳来地区にお住まいの方が

定期券や往復切符などの特別な切符を購入す

る際に、新城駅や東新町駅まで行かなければ

ならないということ、それと、本長篠駅から

飯田方面への利用にはこれからも切符の購入
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が必要となること、また、観光客等がバスへ

の乗継ぎがスムーズにできずに御不便をおか

けしてしまうなど、そういうことのないよう

にしたいということがあります。 

 交通系ＩＣカードにつきましては、現在、

本長篠駅でも購入することができるようにな

っておりますので、ＩＣカード利用促進のた

めにも引き続き駅員を配置してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 これまでどおりということ

なんですけど、定期券や飯田、奥のほうへ行

く人、切符を買えないって、これは別に本長

篠駅に限ったことではなくて、市内のどこの

駅でも利用客、無人駅で定期券買えないわけ

ですけど、それぞれ出かけていって買ってる

わけですよね。 

 乗る駅で定期券買わなくても、降りる駅で

も多分、定期券買えると思うんですけど、な

ぜそこの本長篠駅までは、せっかく無人駅に

なったのに定期券のためだけというか、それ

と、飯田方面、下り方面の切符のために駅員

を配置するという理由が、ほかの駅との整合

性が取れないと思うんですよ。 

 その辺について、どれだけの利用客があっ

て、そこに必要性を感じるのか。ほかの無人

駅との差別化で利用客数が当然違えばそうい

う利便性を考えるべきだと思うんですけども、

ほかの駅との比較とか、あるいは東新町駅と

の比較ですとか、新城駅はいいですけど、そ

れ以外の無人駅との乗降客の数と利便性との

関係をどういうふうに捉えて、そこに必要だ

と判断されたのか、その辺の根拠をお願いし

ます。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 本長篠駅及び

今の本長篠バスターミナルもそうなんですけ

れども、本長篠地区が鳳来地区、新城市全体

の公共交通ネットワークの拠点と位置づけて

おります。そうした中で、電車とバスとの乗

継ぎとか特にですけれども、そういった拠点

としてしっかり駅員さんを配置してやってい

くという方針で今はやっておるところでござ

います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 だから、方針は分かったけ

ど、数字的な面でどういう違い、関係がある

のかということを聞いてるんですよ。確かに、

それは拠点的な位置づけというのは理解でき

ますけども、それを裏づける利用客ですとか、

ほかの無人駅と比べてどれだけの差があると

かそういう数字的な根拠はどうなってますか。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 本長篠駅につ

きましては、令和６年度の実績になりますけ

れども、駅の利用者が７万４千人少しという

ことで、今の鳳来地区のどの駅よりも、やっ

ぱり利用は多いということはＪＲから確認を

しておりまして、引き続き置いていくという

判断をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 本長篠駅だけの人数を教え

ていただきましたけど、年間７万４千人とい

うことで、それなりにあるという裏づけだと

思うんです。 

 当然、東新町駅の人数、あるいは新城駅の

人数は当然分かってると思うんですけども、

それ以外の無人駅で、例えば、野田城ですと

か、人口多かったり、工場があったりするよ

うなとこの無人駅の人数とか、そういうとこ

との整合性をちゃんとしていただかないと、

単純に利用客が多いということの根拠がちょ

っと確実にならない。 

 それから、以前何かの答弁で、観光案内の

ようなことも言ってましたけども、駅員に観

光案内というのはちょっとおかしいのかなと

思ってます。 
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 それから、先ほども言いましたけども、飯

田方面への切符が買えない。それは、どこの

新城の駅、東新町駅と新城駅以外の無人駅は

飯田方面の切符は買えないということなんで

すけども、それを考慮した上で、そこまで市

が税金を投入してまで駅員を置く利便性と、

それに対して切符の売上げ、定期の売上げの

パーセントが返ってきてると思うんですけど

も、税を投入した分の、どの程度そういった

売上げ等で、回収という表現はいかんのかな、

どういったマージンというか手数料収入とい

うのが見込まれているのか、令和６年度の例

で結構ですけど、確認したいと思います。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 今、その資料

を持っておりませんので、また後ほどお渡し

したいと思います。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 それでは、次の２款１項１

目一般管理費、共通管理事業、23ページ。 

 本庁舎空調設備等修繕とはということでお

聞きします。設置というか、建設してからそ

んなに年数がたってないにもかかわらず、な

ぜ修繕が必要となったのか、その辺を確認し

ます。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 本庁舎空調設備等修繕

の主な内容につきましては、本庁舎空調設備

の外調機の修繕、それから、中央監視装置内

の伝送装置の修繕及び中央監視装置につなが

るＵＰＳの交換、それから、加湿エレメント

の取替えと誘導灯ランプの取替えを行うもの

でございます。 

 先ほど委員から言われたように、建築して

からそう年数がたってないということであり

ましたけども、空調設備につきまして保守点

検業務等を行っております。そういった中で、

今回といいますか、ちょっと前なんですけど

も、空調設備についてこういった故障箇所が

あるよというような指摘をいただいたもんで

すから、今回修繕したいということで予算計

上させていただいております。 

 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 当然、指摘があれば修繕す

るのが必要なんですけど、年数が７年、８年

か、それだけのものに不具合が出るというの

は製品に問題があったのか、保証期間がどう

なってたのか、瑕疵担保等含めて、その辺は

どういう対応されてるのか、メーカーの保証

はないというのか、その辺についてお伺いし

ます。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 すみません。メーカー

保証等につきましてはちょっと確認をしてい

ないわけですけども、今回、修繕をする本当

に主な中枢的な部分ということで、エアコン

設備の中の、先ほど言った外調機の部分に、

ファンモーター、モーターですね、それから、

Ｖベルト、それから、プーリーがあるんです

けども、ここの辺りが経年によって劣化をし

ておるということで、異音ですとか、あと振

動等が出とるということの指摘をいただきま

したもんですから、今回修繕をさせていただ

くという形になっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 一番大事な中枢的な部分が

調子悪いって、７年、８年で壊れるような機

械を導入したこと自体に問題がないのか、メ

ーカー的な保証はどうなってるのか、確認も

されてないということは、何やってんの。確

認した上で、これだけの保証もつかないのか、

何で保証がつかないのか、そういう契約にな

ってたのか分からないんですけど、それの上

で予算計上しなければ、後から保証つきます

ってなったらどうするんですか。確認もされ

てないという意味がよく理解できないですけ

ど、もう一回お願いします。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 
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○長坂茂英行政課長 この保守点検業務につ

きましては、当然業者さんに入って点検をし

ていただいておりますので、そういった保守

点検、先ほど言われた保証等で直るというよ

うなことであれば、メーカーからそういった

やり方ができるというようなこともいただけ

たのかなと思っております。 

 報告書をいただく中で、今回、指摘された

ところについて、保証が効かないということ

かなと思いますんで、それで修繕をさせてい

ただくというものでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 だから、効かないかなとか、

そういう報告があったって、自らはちゃんと

確認してないということですか。思い込みで

はないんですよね。あの保証が効かないかな

という表現があったけど、保証が効きません

というはっきりしたメーカーの証明があるの

か、そういう報告が来てるのか、それをやっ

ておかないと仕事やってないということにな

りますよ、大丈夫ですか。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 すみません。確認はま

たさせていただきます。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 またって言われてしまうと、

それ以上言えなくなってしまうけど、１回ち

ゃんとそこを確認して、書類で残しておいて

くださいね。どうも口で聞いて、メモも残さ

ないで、いつだったか分からないとか、報告

書がありませんとかそんなことが、昨日の委

員会でもありましたけども、それ置いといて、

よろしくお願いします。 

 次、行っていいのかな。 

 ２款１項９目企画費、鳳来総合支所周辺整

備事業、25ページですけども、プロポーザル

評価委員会等開催経費増の要因について、お

伺いします。 

○丸山隆弘委員長 請井鳳来総合支所地域課

長。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 経費増の

要因につきましては、本年８月末に解体工事

を完了した旧鳳来総合支所等跡地の利活用に

ついて、民間事業者からの提案を広く募るプ

ロポーザル方式による公募の実施を予定して

おります。 

 今回のプロポーザル評価委員会には、市民

委員の参加を予定しており、この委員に対す

る報償費及び費用弁償が必要となったことが

増加の要因となります。 

 また、公募の状況により、令和５年２月の

鳳来総合支所周辺地域総合開発計画策定委員

会からの答申について、見直しの必要が生じ

た際に開催する委員会の報酬及び費用弁償も

増加の要因となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 プロポーザルの費用が増え

たということで、これ当初の計画になかった

ことなのか、当初からそういう予定だったの

かを確認しますけども、プロポーザルで、そ

の前は何だったっけ、サウンディング調査か、

サウンディング調査をやったわけですよね。

それでまた、あとこの前の何か答弁では、サ

ウンディングをやるようなこと言ってるんだ

けど、そのサウンディング調査とプロポーザ

ルの違い、サウンディングのほうは別に審査

は要らないのかもしれませんけど、その辺の

これまでの、最終的に跡地をどうするかとい

うことの計画の中で、最初からどういう方針

で行くと決まってたはずなのに、その都度、

必要な予算を追加していくというやり方なの

か、計画自体でどういうふうに決めてくとい

うことが、スケジュールになかったことなの

かお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 請井地域課長。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 全体の流

れとしまして、まず委員会からの答申がござ

いました。これに対して、市場調査いわゆる
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先ほど申し上げましたサウンディング市場調

査で、そもそもここで誘致、手を挙げる事業

者さんがおいでるのかとか、いるのであれば

借地であるのか、買っていただけるのかとい

うようなことを募集、調査する。それで民間

の方に来ていただいて、意見をいただいてお

ったのが昨年度実施しましたサウンディング

市場調査になります。 

 そちらと合わせまして、こちらからいわゆ

る生鮮食料品を販売する事業者さんにお声を

かけていろいろ聞き取り等も行いまして、最

終的に、そちらを加味して今回、跡地の解体

が完了いたしましたので、今度募集をする。

ここを使っていただく方の募集をするためと

いうことで今度は正式な募集ということで、

プロポーザル方式で公募をするという段取り

になりまして、当初予算に盛り込んでないと

いうことにつきましては、そちらの検討をし

て、価格の競争入札でやるのかとかそういう

ことも含めて検討した結果、今回、プロポー

ザル方式の提案で行うということを考えまし

たので、今回予算計上をさせていただいたと

いう次第でございます。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 分かりました。 

 市民委員等が、あれが欲しい、これが欲し

いというか生鮮食品のお店が欲しいというよ

うないろんな要望があったと思うんですけど、

それは置いといて、サウンディングもやった

と。今回、プロポーザル、プロポーザルで出

すということは、どういう仕様で発注するん

ですか。何でもいいで使ってくださいよとい

うわけじゃないですよね。 

 だから、どういうプロポーザルの仕様にな

ってるのか、何を求めたプロポーザル提案を

やろうとしてるのか確認します。 

○丸山隆弘委員長 請井地域課長。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 現時点で、

最終的なまだ決定までは行っておりませんが、

現時点で想定しておるプロポーザル方式の公

募の中の条件としましては、鮮魚を取り扱う

店または生鮮食料品を取り扱う店を必須とし

て提示をしていただこうと思ってます。 

 ただ、まだこれも決定ではございませんが、

それだけだとこれまでの市場調査でなかなか

難しいというお話もありましたので、例えば、

複合でスーパーもありながら、隣にもうちょ

っと違う商店とかそういうものも入れて、複

合でやるということも可能として、広く提案

をしたいかなと、現在そういうふうに考えて

おります。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 これ以上聞くと広がり過ぎ

ちゃうのかな。分かりましたけども、プロポ

ーザルをするにしたって、あそこの跡地を貸

すのか、売るのか、全体が必要なのか、あれ

だけ利用できるのか、あるいは公設民営じゃ

ないけど骨組みは市が公営でつくって、あと

中は自由に使ってくださいでやるのか、いろ

んなパターンがあると思うんですけど。 

 現時点でサウンディングの結果等で意見い

ろいろあったと思うんですけども、どういう

その方式であそこを活用しようというプロポ

ーザルを求めているのか。それは、相手が希

望してくれれば、土地ごと売ってあとは自由

にという方式もあるでしょうし、それだけの

負担に耐えれなければ、いろんな出店の仕方

があると思うんですけど、そういうのは全く

自由なのか、ある程度想定しているのか。 

 サウンディングの結果、どういうことを含

めた条件等のことを考えているのか、その１

点だけ確認して終わります。 

○丸山隆弘委員長 請井地域課長。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 これも、

現時点の想定で進めておる次第ですが、サウ

ンディング市場調査及び聞き取りですと、い

わゆる商業施設につきましては、現在、敷地

などを買うという業者は、今、備品等も含め

全てリースで行うということが主流になって

いるそうです。 
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 したがいまして、そういう商業施設を取り

扱う場合に、売却はなかなか難しくて賃貸と

いうことが基本、そういうふうに、今、流れ

になっておると伺っておりますので、基本的

には賃貸借でいければなと思ってます。 

 ただ、その中で費用対効果、いわゆる赤字

になるか、このまま続けていけるかという事

業者の判断につきましては、その中で、借地

料がどのぐらいならいけるのかということは、

なかなか現段階では難しいという判断があり

ますので、そこについても含めて提案してい

ければなとは考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員の質疑が終

わりました。 

 次に、３番目の質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、お願いをします。 

 歳出の２款１項１目一般管理費の乗車券類

販売事業、資料23ページでお願いします。 

 ４点ありますが、３点目については、滝川

委員の質疑の中で確認ができましたので、答

弁はよろしいと思います。 

 １点目、駅舎改修費に係る費用のうち、駅

員の執務室部分を市が負担となっている、

1,998万３千円でありますが、駅舎全体の平

面プランに基づいて本市が負担するとした執

務室平面図から判断し積算をされたのか。 

 ２点目、ＩＣカードの利用エリアが、今年

の春から三河一宮駅から本長篠駅まで拡大を

され、本市が駅員を配置している東新町駅と

比較した乗降客数についてお伺いします。 

 ３点目は外します。 

 ４点目、駅舎トイレの設置が問題となって

いるが、トイレ設置を考慮されているのか、

いないのか。 

 以上、合わせ４点、お願いします。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 ３問お答えを

させていただきます。 

 本長篠駅舎整備ですけれども、駅員の執務

室のほか、駅利用者のための待合所、それか

ら、ＪＲ職員が使用する機器室で１棟が構成

されておりまして、そのうち市の負担額とな

ります市が配置する駅員の執務室部分、これ

を整備費用として計上しております。 

 ２問目ですが、本長篠駅と東新町駅の利用

者数ですけれども、令和６年度までの実績は

把握しておりますが、東新町駅が 21万

9,626人、本長篠駅が先ほど申しましたとお

り７万4,779人となっております。 

 ＩＣカード以後の話につきましては、令和

８年度にＪＲ東海からいただけるようになっ

ておりますので、今はまだ分からない状況に

なっております。 

 ４点目です。本長篠駅の公衆トイレにつき

ましては、ＪＲ東海の方針に基づき駅構内の

トイレが廃止されるというものでありまして、

今回の駅舎整備の部分のところには駅員の執

務室の負担のみとなっております。 

 一般利用者につきましては、本長篠バスタ

ーミナルに設置予定のトイレを御利用いただ

きたいと思っておりますけれども、本長篠駅

自体が鳳来寺山はじめとする観光の玄関口で

ありますので、観光施設としての考え方で公

衆トイレを設置するということを考える必要

があるなということは認識をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 １点目でありますが、駅舎

全体の待合室であるとか、ＪＲ東海の職員の

待機室だと思うんですが、それらを含めての

図面が示されたということ。それで、それに

はそれ相応のＪＲ東海が積算をされた投資額

というのが計上されていると思うんですが、

その内1,998万３千円の、本市がお願いする

駅員の執務室になるということで、実際は、

駅舎全体は幾らかかるというのがあり、また、

執務室はどのような面積があり、当然、24時

間、24時間お見えにならないわけだけど、休

憩する時間も当然、労務管理上あるだろうか



－8－ 

ら、その休憩するところがどのぐらいのスペ

ースを持ってみえるのか、その点についてお

伺いをします。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 駅員の執務室

がどれぐらいの面積かという数字は、今、資

料では持っておりません。 

 建物の大きさが 8.5 メートルの 4.5 メート

ルというところは示されておりまして、金額

についても、新城市の負担分が先ほどの額に

なる、この予算計上させていただいた額にな

るということを今は伺っておる状態です。 

 まだ、建物自体の最終的な積算というか、

それはまだＪＲ東海のほうも今、作業中とい

うことで、市としてもその打合せはまだこれ

からという話で、話をしていくことになって

おります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 としますと、1,900万円の

うち、実は社会資本整備総合交付金というの

ができました。何に使ってもいいよというも

のだそうでありますが、816万４千円。それ

から、地方債は1,120万円、当てずっぽうと

いうことですか、これ。 

 補正というのはしっかりした積算があって、

その根拠に基づいて、こういった一般財源で

賄えない部分を市債であるとか、国県の補助

金を充当して事業を執行しようというお考え

だと思うんですが、今、言いますと総額が出

ておりません。8.5メートル掛ける4.5メート

ル、多く見て約40平米、10何坪ですよね、

10何坪なんですよ。それが、今、個人の住宅

出しても100万円ですので、1,000万円かかる。 

 ところが、あえて特殊な施設だから、５割

余分に見てあげても1,500万円で、通常なら

済むんではないかなという理解をします。躯

体は鉄骨で、外壁はあれですので、そんなに

しっかりしたものをつくらなくてももつとい

うことでありますが。 

 今、言われるように、細かい数値は出てな

いけど、新城市さんの負担はこれだけですよ

と言われたんですか。このぐらいは見ますよ

ってこちらが言ったんですか。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 すみません。

ＪＲ東海から、最初は、当初予算で2,000万

円以上はかからないということはまず言われ

ておりましたので、それで債務負担行為の

2,000万円というのをやりました。 

 今回、ＪＲ東海のほうからこの 1,998 万３

千円ということで金額を示されましたので、

補正でこの金額を上げたということで、これ

以上、上がるということはないということは

聞いております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、8.5メートル掛ける

4.5メートルというのは、駅員さんが執務す

るスペースだ。その中には、休憩室も含んで

るという理解でよろしいんですか。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 執務室と待合

所と、ＪＲ東海の職員さんが使う機器室です

けれども、これの面積が先ほどの大きさがこ

れぐらいということになります。約半分ぐら

いが執務室の感じにはなるかなとは思ってお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 もう一度、ＪＲ東海さんが

2,000万円、債務負担行為をしておりますが、

その範囲で1,998万３千円、７千円まけても

らったような気になっておってはいけません。 

 ですので、やはり正確な見積りを持って対

応するということが今後必要かなと思います。

そうした意味で、先ほどの質疑の中でも、エ

アコンを直すこれどうのこうのということで

現場を確認していない、物を見てないという

中で、と思いますぐらいで予算を計上してく
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れる、これはあくまでも、税金は市民、原資

は市民が払ってるということを念頭に置いて

いただく必要があるのかな。補助金はくれる

からいいんだではないと思います。 

 次に、本長篠駅と東新町駅の乗降客21万９

千人に７万４千人とおっしゃられましたが、

例えば、本長篠駅７万４千人ということは、

１日当たり何人なるんですか。逆算すると約

200人になると思うんですが、365日で割ると。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 １日当たり、

204名、約204名という計算になります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 これはちょっと資料を持っ

ているんですが、実は、飯田線東海旅客鉄道

営業の駅別乗降客ランキングということがあ

ります。その１日当たりの駅乗降客数を表示

しておりますということで、一番多いのは、

実は豊橋駅です、１日７万７千人。これは名

鉄も東海道本線もありますので、新幹線もあ

ります。 

 ですので、豊橋駅については、と、最終終

着駅の辰野、これも在来線が別のやつが入っ

ておりますのであれなんですが、ちなみに、

東新町駅は1,150人なんです。どこで調べら

れたか分かりませんが、実はこのデータ、い

ろんな資料を見ても全部こうなってます、

1,150人。そして、本長篠は419人なんです、

１日。 

 さて、そこに、先ほど言ったような飯田に

行く切符が要るから駅員さんが必要です。い

や、鳳来の玄関口として、観光の拠点だから、

観光案内をしますかというと、恐らくしない

でしょう。チラシもありません、駅には。 

 そして、ＩＣカードがあります。ＩＣカー

ドを使えば、乗るときにタッチし、降りたと

きにタッチをすれば精算ができる。そして、

恐らく東新町駅に来ればＩＣカードは購入す

ることができるということからいきますと、

先ほど言われた７万４千人という数字の根拠

は何から引っ張ってきたのか、１年間。それ

と加えて７万４千人と12万人の、おっしゃる

数字そのまま言いますよ、でいきますと、

21万人か、ごめんなさい。行きますと、同じ

駅員さんに仕事をしていただいて、同じよう

に費用をかけたとした場合、費用対効果の当

初、長篠、旧の施設の問題もありましたけど、

費用対効果からいって、それが本当に正しい

選択なのかどうなのか、ＩＣカードもありま

す。それから、観光の拠点というものの、あ

そこで恐らくチラシもありません。観光の拠

点としては、既にもっくる新城がありますの

で、そこが拠点となるであろう。乗降客は、

東新町駅と比べて格段の差がある。そういう

とこへその必要性があるのか。ＩＣカードを

有効利用していただくということが本来では

ないのかなと思いますが、その点はどのよう

なお考えで、ただ単に、駅舎が災害で動いた、

新築をせざるを得ない、そこに新しい駅舎が

できるから、従前どおり駅員を配置するため

のスペースを確保するために予算計上された

ということですが、やはりここは１つの考え

の中で、だったら、近代的なものに切り替え

るべきだよねという考えは全くなかったのか

どうか。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 お答えします。 

 今のＪＲ東海からそれがあったときに、当

然こちらもどうするねというところで、それ

は検討をしたわけですけれども、結果的には、

ＩＣカードもちろん推進していかないといけ

ないというのがありますけれども、まだ３月

から始まって半年ということで、利用者が全

員これを持つかというとそこら辺のところも

あるということ、それから、先ほどの東新町

駅との比較も確かにそうですけれども、東新

町駅はもう主に高校生が利用してるというこ

とは分かっております。これ有教館高校の子

が一番多いということが分かっておりますけ
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れども、本長篠駅については、もちろん高校

生もいますけれども、人数も減ってるという

のもありますけれども、観光客が降りる駅、

乗る駅としては、本長篠駅は新城の中でも多

いところかなと推定しております。 

 なので、ここの部分は、もちろんそういっ

た調査はしていく必要があるなと思っており

ます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 観光客が降りられる、乗ら

れるということでありますが、本長篠駅以外

の駅、要するに本長篠駅を過ぎる三河大野の

次が湯谷温泉駅であります。ここが、１日の

乗降客は85人です。ということは、湯谷温泉

を目指してくる方がこの程度ということは、

あと419人が降りられたとしても、降りたり

乗られたりしたとしても、さほど鳳来地区へ

の観光というのは、口で言うは易し行うは難

しということだと思います。 

 これ、例えば見ますと、鳥居の駅で130人

いるんですよ、１日。湯谷温泉駅が何と85人

しかいない。それから、三河大野駅が236人、

本長篠駅の半分ぐらいあるんですよ。大野周

辺の方が非常に御利用されてみえるというこ

となんですが。それから、三河槙原駅は22人、

柿平駅が５人、三河川合駅は52人、池場は２

人、これが旧の鳳来町エリアのＪＲ飯田線の

停車駅の１日当たりの乗降客なんです。それ

からいって、東新町駅が1,150人、その手前

の新城駅は1,133人、ＪＲの駅の中では新城

が11番目です。それから、東新町駅は10番目

です。それで、本長篠駅は28番目です。 

 そういったことも含めて、やはり資本整備

というのは、使う形をしっかりしていかない

と、結果的には駅員さんを配置をしていただ

いて、と言っても、東新町駅の駅員さんと比

べると、仕事の量は３分の１程度になってし

まうということをよくよく考慮する今の大切

な時期だと思いますので、その点は、予算は

予算で上げたとしても、今後、一考できるか

どうか、確認します。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 今現在の計画

ですけれども、この社会資本整備の計画を掲

げるに当たって、北設楽郡と一緒にやってお

ります地域公共交通利便増進実施計画、こち

らにこの計画を掲載しております。そうした

中で、新城以北の観光という部分も含めて、

本長篠駅をそういったところに位置づけよう

ということで、話し合った中でこういった計

画を作成しております。 

 そういったことで、国にも、駅員さんを置

くだけでは駄目だよということは、正直聞い

ております。そういった中で、この利便増進

実施計画に当てはめて、今の駅員さんにその

観光の部分の案内というか、そちらも併せて

やっていくことで、この長篠地区、鳳来地区

を盛り上げていけれるような拠点になるよう

にということで、そういった計画を今はつく

っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 ＪＲ東海さん自身も、駅員

を置くだけではどうかなということを示唆さ

れてみえるということは、やはり、民間に移

行してからそういった経営という概念で動い

てるというのが実情だと思いますので、やは

り、そこら辺は官がどんどん税金を投入する

ということがいかがなのかなということを言

われたんではないのかなと思います。 

 ＪＲも国鉄の頃は、確かにそういった意味

合いであったという理解をしておりますので、

そこらの反省を踏まえて、そういうことを言

っていただいた。 

 そして、これで三遠南信が開通すれば、東

栄町にもインターができる。そうした場合に、

ＪＲ飯田線が東栄の駅は、実は池場の次なん

ですが、数値は持っておりますが、今のとこ

ろ乗降客が見えない。ところが、車の移動で
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すと増えるのかも分からない。多分増えるで

あろうとに理解しますので、そうした場合に、

今、言われた北設楽郡とのマッチングをした

飯田線の活性化ということは分からないわけ

でありませんが、やはり、今ここでしっかり

立ち止まって、この当市が1,900万円のお金

が本当に市民のためになるのか。ならないの

か、ならなかったのかということを検証して

いく必要があると思います。 

 では、４点目のトイレの問題であります。

これは、まだまだ公ではありませんが、次期

の市長選という選挙がありますが、その中で、

あるリーフレットの中には、本長篠駅にトイ

レをつけるんだというのが実は記載をされて

おります。ですので、駅舎に1,900万円、約

2,000万円のお金をかけるのと、先ほど本田

課長がおっしゃられたバスターミナルへトイ

レをつくりたい。使っていただく。そこを直

そうかというようなお話ではないかと思いま

すが、駅舎と、ちなみにバスターミナルの距

離はどのぐらいあるんですか。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 正確ではあり

ませんが、約150メートルになります。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 150メートルということは、

これ表現がいけないわけでありますが、どう

してもという場合に、あ、トイレあるよねと

入れば約10秒から20秒、ところが100メート

ル、我慢しながら走るとどういうことが起き

るかというのは想定ができると思いますので、

そうした意味で、駅舎の近くにトイレを設置

するというのも１つの手であろうし、それか

ら、鳳来総合支所の跡地のところにそういっ

た物販等ができたと想定するならば、そこに

駅舎兼用のトイレ設置をするという、やはり、

大きな構想を描いていかないと駅舎のトイレ

は。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員に申し上げ

ます。質疑は簡潔にお願いします。 

○山口洋一委員 いや、簡潔にしてると、答

弁が非常に曖昧になりますので。 

○丸山隆弘委員長 簡潔にお願いします。 

○山口洋一委員 そこら辺を含めていくとい

うことが必要ではないのか。 

 またそれは、考慮されたものなのか、先ほ

どは、あるから向こうでいいですよと言われ

ましたけど、全く考慮されてないんですか。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 今回の補正予

算の駅舎を建てるという部分にはトイレは含

まれておりませんので、先ほどの観光の部分

については、そういった認識をしておるとい

ったことで御理解いただければと思いますけ

れども。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 トイレは全く考えてなかっ

たということでいいんですよね。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 市としてとい

うことであるとそうですけれども、駅舎の今

回の話は、駅員さんの執務室の話ということ

でＪＲ東海からあったものですから、そちら

のところを今回は上げているということです、

切り分けております。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 せっかく駅舎ができるので、

やはり総合的に考えるのが合理的だと思いま

す。短編的に、駅舎ね、トイレね、あそこは

スロープにしたほうがいいよね、ちょっと高

いからフルオープンにする、あまり段違いを

やると、人とまちに優しいまちになってない

からというようなことを全て含めて、それか

ら、総合支所の跡地の土地利用の中でもうま

くリンクできないかなということを、やっぱ

り考えるのは人ですので、そこをしっかりと

して、必要最低限の費用を使って最高の市民

サービスをする、その気持ちを貫いていただ

きたいと思いますが確認します。 

○丸山隆弘委員長 山本財政課長。 
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○山本浩志財政課長 今回の補正につきまし

ては、あくまで先ほど公共交通対策課長が申

し上げたとおり、本長篠駅の駅舎の改築に当

たってＪＲ東海から負担額が示されましたの

で、市としてはまずその駅の執務室が必要だ

ということで、負担金を今回計上させていた

だいております。 

 委員おっしゃられるとおり、市としての観

光の在り方というものも、今後考えてまいり

ますので、そうしたことも踏まえて検討させ

ていただきます。 

 それからあと、駅員の必要性でございます

けども、鳳来中学校に通われる生徒さんも飯

田線利用されております。そうしたときに、

定期券を買う場合に、もし本長篠駅に駅員が

いなくなってしまいますと、東新町駅、新城

駅まで来ていただくということになりますの

で、そうしたことも考慮し、今回は執務室を

置くという形で負担金を計上させていただい

ております。 

○丸山隆弘委員長 委員長から申し上げます。 

 質疑繰り返しは当然なしということであり

ますけれども、簡潔明瞭に、質疑者の皆さん、

よろしくお願いいたします。 

 次に入ります。 

 山口洋一委員の質疑が終わりました。 

 ４番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、歳出２款１項１目一

般管理費、共通管理事業、28ページ。 

 本庁舎空調設備修繕の内容を伺いますが、

先ほど滝川委員の答弁の中でほぼ理解したと

ころがあるんですが、再質疑から行きたいと

思います。 

 今回、この空調設備ですが、大型空調設備

の耐用年数というのは通常あるんですけど、

何年ぐらいの耐用年数の設備だったんでしょ

うか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 本庁舎全体に空調設備

を設けておるということになります。一般的

には、こういった形での空調設備、13年から

15年ということになっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 そうしますと、先ほど滝川

委員に言って、７年から８年って、これ早い

とは感じなかったでしょうか、耐用年数とい

うのは、機械の故障もあるんですけど部品が

減るということで、指摘されたベルトとかプ

ーリーについて、当然その件については考慮

したと思うんですけど、そこは考慮できなか

ったというわけでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 考慮できたかできない

かというところがちょっとはっきり分かりま

せんけども、全体のエアコン装置の中で、今

回はこの外調機の一部分というところですね、

ここがプーリー、Ｖベルト、モーター、それ

から集中管理盤等そこら辺に、点検の結果不

具合があるということで報告をいただいたも

んですから、今回修繕させてもらうものです

けども、あとは、エアコンの稼働時間という

のも影響してるのかなと認識はしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 いや、それを想定してつく

ったと、私は思ってたんですけど、保守点検

当然やってると思うんですけど、これは企業

の中の大きなエアコンの会社の中で指摘して

あるのが、設備の寿命が短くなって故障した

りする原因は、点検を定期的にやっていない

ことだということが指摘されているんですが、

通常は年に何回ぐらい点検をされておるんで

しょうか。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 点検につきましては、

年４回実施をしておりまして、２月、５月、

８月、11月という感じで行っております。 

 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 



－13－ 

○山田辰也委員 メーカー等は、こういう大

きな設備については点検して、ある程度把握

してると思うんですけど、これはうちに限っ

てこうやって早く故障が見つかったとか、そ

ういうわけではないと思うんですけど。 

 指摘されたから交換ということだと理解し

ておりますけど、この空調機器については問

題がなかったとかそういうところまでは話は

してなかったんでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 市としましては、今回

の修繕につきましては、全体のエアコン設備

を見る中での一部の修繕、特に、今回の外調

設備につきましては、外気を取り入れまして、

湿度だとか気流温度、そういったものを総合

的に制御しまして、それをやることによって

夏は冷えにくく、冬は温まりにくいといった

問題を解消している道具でありますので、全

体が壊れたということではありません。その

中で、どうしてもベルトですとかモーターと

いうのは消耗品ですので、そういったところ

で今回、不具合を生じておると認識をしてお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 消耗品については保証の対

象ではないということだと思うんですけど、

今後とも同じような故障がしていくと考えら

れる場合は、保証の話はなしだったというこ

とでしょうか、お願いします。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 先ほど滝川委員の答弁

の中で話したとおりでありまして、当然、建

築してから７年、８年たってございますので、

そういったことで保証ですとかそういったと

ころはないという認識でおったわけですけど、

改めてそこは確認しますけども、そういった

認識であります。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、２款１項１目一般管

理費、訴訟事務経費、23ページ。 

 費用の内訳を伺います。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 本定例会に上程をして

おります第122号議案の訴えの提起に係るも

のでありますけども、訴訟の弁護委託料とい

たしまして着手金ということで６万4,900円

ということになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 裁判は、僕も関わってきた

ことがありますけど、裁判になる前の話合い

に調停というのがあるんです。で、顧問弁護

士でも年間契約を払っているもんですから、

できることなら、大きな訴訟ではない場合は

話合いが優先するべきだと、私は思っていた

んですけど。 

 相手方が理解していただけないということ

でこういう裁判になったんですけど、その辺

は弁護士サイドでは、着手金を払って裁判を

すれば、当然、仕事なんですけど、税金を使

うということで、できるだけ調停とか話合い

でしてほしいというのが僕の考えなんですけ

ど、その辺についてはある程度、きても駄目

だという基準があるんでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 今回、訴えの提起をち

ょっとさせていただく形で上程をさせていた

だいておりますが、この結果に至る前までは、

担当課におきまして、再三、御本人さんと接

触をしようと努力を試みていたということで

す。 

 それにもかかわらず、ちょっと御本人さん

の体調不良ですとか、都合が合わないといっ

たことがあってなかなか話合いができなかっ

たというようなところもございます。 

 そういったところも踏まえまして、最終的

にはやむなくこういった手段になっとるとい

った結果でございます。 

 以上です。 
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○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 その辺は理解できましたが、

裁判は、裁判所に行って行う裁判と文書を優

先してする裁判があるんですけど、これは最

終的な判決まで持っていくのか、それとも調

停の段階でうまく終われるのかということだ

け伺います。 

○丸山隆弘委員長 長坂行政課長。 

○長坂茂英行政課長 法廷で争っていくもの

になるかと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、次の２款１項９目企

画費、鳳来総合支所周辺整備事業、25ページ。 

 事業の内容については、滝川委員のときに

説明があったんですが、当然取り壊す前から

計画というのは、市民の中からも声が出てい

ましたし、プロポーザルとか、いろんな話合

いはしてきたところは理解できるんですけど、

何か感じとしては元に戻ってきてしまったよ

うな感じで、市民の声を聞けば、当然、生鮮

野菜とか魚が欲しいとか何でも欲しいという

話になるんですが、もう少し、今になっては

仕方ないんですけど、壊す前の段階から早く

支度をしていけば、こういうふうに今さらこ

ういう話がまたぶり返してくるような状態に

はならなかったと思うんですけど、景気の状

態とかそういうのが関係して、こういう遅い

対応になったという理解でよろしいでしょう

か。 

○丸山隆弘委員長 請井鳳来総合支所地域課

長。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 景気の動

向とかそういうことではなく、具体的に委員

会からの答申を受けて、その答申を実現する

ためにまず市場調査を行った。それに合わせ

て、取壊しの工事を進めていった。そして、

最終的に８月末に取壊しの工事が終了したと

いうことで、できるだけ早く結論を出したい

というところで今回、公募の予算を計上させ

ていただいたという段取りになっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 更地になってから言っても

しようがないんですけど、壊す前からコメリ

とか、ゲンキーとかいろんなところの話も何

度かあったと思うんですよね。ですから、ち

ょっと今回は遅くなってしまったとは感じる

んですが、早急に進めていただきたいのは、

当然地区の皆さんの意見があるんですが、具

体的な話というのはまだ進んでないというこ

とでよろしいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 請井地域課長。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 反問権、

よろしいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 はい。 

○請井貴永鳳来総合支所地域課長 具体的な

動きというのはどのような動きということで

ございましょうか。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 新城東高等学校の跡地活用

なんかもそうなんですけど、最終的にこのプ

ロポーザルの応募がなかったとか、いろんな

話ができてないと理解できるんですが、物価

が急に上がってきたり、そういう中でこうい

う話は当然していかなくてはいけないとは思

うんですよ。 

 何か動きが随分遅かったもんですから、ち

ょっと残念だなと思って、こういう結果にな

ったと思います。地域の方の要望はかなり多

いと思うんですけど、このまま行くと同じよ

うな繰り返しになるんではないかと思って、

今、言ったんですけど、これ個人的な意見で

すけど頑張ってほしいと思います。 

 次、行きます。 

 ２款１項12目路線バス運行費、公共バス運

行事業、25ページ。 

 事業の内容と進捗を伺います。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 御答弁の前に、
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先ほど滝川委員のほうからありました駅の収

入の話になりますけれども、本長篠駅が54万

359円ということで、東新町駅が71万559円、

合計が125万918円ということでございました。 

 それから、御答弁になりますけれども、本

事業につきましては、豊橋鉄道が本長篠バス

ターミナル内に設置をする公衆トイレの整備

費用のうち、国の社会資本整備総合交付金に

ついて内示がございましたので、本市が交付

申請を行った上で、設置事業者に対して支払

うための予算ということで計上しております。 

 今後は、国に対して交付金の交付決定を受

けまして、そこから設置工事を行うというこ

とで、年度内に完成を目指したいというとこ

でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 ５番目の質疑者、今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 では、参ります。 

 ２款１項７目財産管理費、財産管理一般事

務経費、23ページです。 

 官公庁オークション手数料増加の内容をお

伺いします。 

○丸山隆弘委員長 山本財政課長。 

○山本浩志財政課長 官公庁オークションに

つきましては、公的機関や行政機関によるイ

ンターネット公売や公有財産の売却を行うイ

ンターネット上の専用サイトに不用物品を出

品し、売却をするものでございます。 

 この専用サイトで公用車を売却する場合、

落札額の8.8％がシステム利用料として発生

をしております。 

 手数料が増額となった理由につきましては、

この６月に実施しましたオークションで、当

初見込んでいた売却額よりも高値でマイクロ

バスが売却できましたので、今後、売却予定

車両もあることから手数料を増額するという

ものでございます。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 分かりました。 

 これまでも、手数料等の増加みたいなのが

あったとは思うんですけども、このオークシ

ョンをやられていることで本市として効果を

お伺いできればと思うんですけど。 

○丸山隆弘委員長 山本財政課長。 

○山本浩志財政課長 官公庁オークションと

しまして、市の歳入につながってございます

ので、市の不要となりました公用車で売却で

きるものにつきましては、引き続き、今年度

もまだこの後、11台ほど予定をしてございま

すが、そうしたことから今回、手数料を増や

させていただくという形で、市の歳入増加に

つなげていきたいと思っております。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員の質疑が終

わりました。 

 次に、６番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 では、歳出２款１

項１目一般管理費、乗車券類販売事業、23ペ

ージ。 

 事業の内容はということでしたが、これま

での滝川委員と山口委員への答弁の中で大方

理解できましたので、再質疑からお願いしま

す。 

 市が建物の一部の費用を負担するというこ

となんですけども、例えば外観なんかに対す

る意見とか、そういったものも入れてるのか、

お願いします。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 建屋の外観に

つきましては、今回、県のほうから木材を使

ってほしいというような話がありまして、そ

の話はさせていただいたんですが、結果的に

は、県の木材の補助が出るという話なんです

が、それの期間が合わなくて、結果的にでき

なくなったということで、また今後、そこら

辺の部分は、もっと新城市らしいとかそうい

ったようなところは相談をさせていただくこ

とは可能となっておりますので、していきた
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いと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 今までの駅舎が、

古くてとてもノスタルジックでいいなんてい

う声もありましたので、その辺も考慮してい

ただけるとうれしいなと思っております。 

 そして、駅員さんが配備されるということ

なんですけども、駅員さんの例えばトイレな

んていうのは、中にあるのかどのようになっ

てるか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 駅員さんの使

う仕事の執務室の中にトイレは設置します。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 あと駅員さんを置

くということで、部屋を用意するんですが、

駅員さんの時間とかそういった詳細なんかも

もう既に決まった上での計画ということでし

ょうか、配置する時間。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 駅員さんの勤

務時間は、現在と同じということで、もう今、

既におりますので、その勤務時間はそのまま

ということで考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 すいません。ちょ

っと勉強不足で申し訳ないんですけど、何時

から何時まで、今、置いているのかというこ

と。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 細かい正確な

時間がちょっと分かりませんので、大体７時

半ぐらいから３時ぐらいまでの勤務となって

おります。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 そうすると、そこ

がやっぱり一番市民の利用なんかも多い時間

帯なのかなということをちょっとお願いしま

す。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 そうですね、

まずは朝の通学とか、そこら辺の部分がカバ

ーできていることと、それから観光客の方の

日中の動きというところで、合わせておると

いうことになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 先ほどから費用対

効果なんていうお話もありましたけども、例

えば、Ｓバス、市民の足になってるというこ

とで、やはり駅員がいないと乗りにくいので

控えてしまうような方も可能性も考えられる

のか、そういった検討もあったのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 本田公共交通対策課長。 

○本田貴久公共交通対策課長 駅員さんが、

本長篠のバスターミナルのほうへ誘導してい

ただくというところについては、そういった

形でバスに乗っていただけるようなことがで

きるといいなというところは考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出２款総務費の質疑を終了します。 

 次に、歳出３款民生費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、３款３項13目児

童福祉施設整備費、千郷地区新設園建設事業、

27ページです。 

 １点目は、1,009万６千円の内容を伺いま

す。 

 ２点目は、今後のスケジュールを伺います。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 １問目の
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1,009万６千円の内訳ですが、登記調整業務

委託料が113万１千円、地質調査業務委託料

が996万５千円となっています。 

 業務内容としましては、登記調整業務は、

用地測量業務委託において用地測量範囲内に

おける市道稲木線や、土地改良事業における

測量結果、独立行政法人水資源機構の所有す

る土地との境界を調整する上での境界確定を

しなければならないことから、それぞれの調

査結果、権利を踏まえ円滑な登記申請を行え

るようにするものです。 

 地質調査業務委託につきましては、千郷地

区新設園建設事業の基本計画・基本設計業務

を進めるに当たり、建物の安全性を確保する

ため必要となる地質の情報を得るために行い

ます。具体的には、建設予定地内で約10メー

トルの深さを５か所調査する予定です。 

 ２問目の今後のスケジュールにつきまして

は、６月議会でお認めいただきました用地測

量業務委託を７月16日に契約しており、来年

２月11日までの委託期間で実施しています。

次に、基本計画・基本設計業務委託につきま

しては９月下旬の契約を目指し、ただいま手

続を進めている状況です。委託期間につきま

しては270日間を予定しています。 

 また、登記調整業務委託につきましては、

今回の定例会で補正予算として審議をお願い

しており、お認めいただければ、用地測量業

務委託と並行して実施できるよう調整を行い

ます。 

 地質業務委託につきましては今年度末まで

の委託期間を予定しております。 

 今後も、地権者や地域の皆様の御意見を適

宜いただきながら計画を進めてまいります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。土地に関わ

る調査とか、委託事業だということで理解い

たしました。 

 今、１点聞きたいんですけど、答弁でもあ

りますこの安全性の確保の観点から、10メー

トルの深さを見るということだったと思いま

すが、そこはどういう観点というか、地層を

見るのか、そういった工事に地盤が緩いのか

どうか、そういったものなのか、そこら辺を

教えてください。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 そうですね、

地質を見させていただきまして、構造計算で

あったり、基本計画を進めるに当たり重要な

資料となりますので行っていきます。 

 10メートルの深さにつきましては、近隣の

ボーリング調査の状況をちょっと鑑みさせて

もらって、10メートル程度で可能であるとい

うことをちょっと想定しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。その土地の

硬さとか、そういった上側が構造計算で耐え

れるものなのかというところも見ていく資料

だということで理解いたしました。 

 あとは、今後は９月下旬には実施設計の形

にも入っていくというスケジュール感だと理

解をいたしましたが、やはりこういった土地

の登記を確認した上で実施設計に入るんだろ

うと思うんですが、その点大丈夫かどうか。

というのは、以前、その土地が、愛知県の土

地だったにもかかわらず実施設計をしてしま

ったということもあるもんですから、そうい

ったミスがないようなスケジュール運営、ま

た、確認作業をしてほしいと思うんですが、

そこら辺大丈夫なのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 これで、９

月下旬からは、実施設計ではなく、基本計画、

基本設計へ入ってまいります。 

 それと、今、測量も７月16日に契約させて

もらっておりまして、順次、下調べ、調査に

入っていく中では、特に問題ないという形で

報告を受けております。 
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 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、滝川健司委員。 

○滝川健司委員 同じく３款３項13目児童福

祉施設整備費、千郷地区新設園建設事業、

27ページですけども、地質調査等々で、今、

浅尾委員の質疑に対して、登記調査とか地質

とかありましたけど、地質調査だけではなか

ったというのは分かりましたけど、登記調査

については、新規ということですけども、地

質調査は確か前回あったような気がしたんだ

けど、それがどうして、なぜまた増になった

理由についてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 地質調査に

つきましても、新規で上げさせていただいて

おります。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 前回の補正で、全くなかっ

たっけ、測量だけでしたっけ、あれは。そう

ですか、分かりました。 

 10メートル、５か所ということですけども、

５か所、当然バランスを考えてると思うんで

すけど、現在、敷地にどういうふうに建物を

建てるか、まだ、基本計画もなってない時点

で５か所というのは、どういう設定をしてや

るのか、基本計画ができて、おおよその配置

が決まって、それに必要なとこへ５か所やる

のか。そうではなくて、先行しても平均的に

やってしまうというやり方なのか、その辺に

ついて確認します。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 ５か所につ

きましては、これで９月末から基本計画、基

本設計を進めていく中で、大体の建物の決ま

った時点で、実際の掘る場所というのを決め

ていきたいと思います。 

 それと、開発工事の中で、消防水利を確保

しないといけないということもありますので、

建物の位置とは反対側になるのかちょっと分

からないんですが、防火水槽の設置場所とい

うとこもボーリング調査をしたいと思ってお

りますので、５か所という形で上げさせてい

ただいております。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 10メートルの根拠は近隣の

建物ということだったんですけど、近隣にそ

う大きな建物、確かなかったような土地、周

辺ですけども、どの建物を参考にして10メー

トルにしたのか、あそこは畑だったような気

がしますけども、周辺にそういった大きな建

物というかそういったものがなかったような

気がするんですけど、公民館ぐらいかな、隣

にあるのは。 

 だから、その10メートルで果たしていいの

か、その辺の根拠がちょっと曖昧のような気

がするんですけども、何を参考にされたのか

お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 10メートル

の根拠のことなんですが、参考見積りをボー

リング業者さんからいただいた中で、近隣の

状況で実績あるかないかという形を確認させ

てもらった中で、おおよそそういったデータ

が出てるということを確認させてもらってお

りまして、ただ、実際、公共施設でやられて

るというところはございません。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 そうではなくて、取りあえ

ず10メートルで見積りを取ったというだけの

ことなのか。さっきの説明だと、近隣の何か

参考にさせて10メートルで決めてたというよ

うな言い方だったので、何かそういった参考

にした建物で、どれだけの調査をやって、

10メートルで判断したのかということを確認

したかったんですが、取りあえず10メートル

やってみましょうぐらいのレベルの話という

ことで理解してよろしいのか。 

 やってみて10メーターで支持層がなかった、
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あるいは最初から固ければ直接基礎でいいだ

ろうし、柔らかければ必要な支持層までボー

リング、くい等地盤改良等も必要です。そう

いうことをやらなくてはいけない判断として、

取りあえず10メートルということなのか、そ

の辺の判断の仕方についてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 すみません、

説明がちょっと悪くて申し訳ございませんで

した。 

 参考見積りをいただく際に、ボーリング業

者さんと打合せをしてる中で、本当に、真横

ではないんですが、近辺でやられてるデータ

が南北でございましたので、その結果を見る

中で、10メートルという形で予定すればほぼ

ほぼ支持層というものが確認できるではない

かという判断の下、10メートルという形を採

用させていただいております。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 最後にしますけど、南北で

参考にした。南北どれだけ離れたところのや

つを参考にしたのか、分かりますか。 

○丸山隆弘委員長 井口こども未来課副課長。 

○井口幸俊こども未来課副課長 正確に何メ

ートル等は言えないですけど、200メートル

から300メートル程度の。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員の質疑が終

わりました。 

 次に、３番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 ３款３項13目児童福祉施設

整備費、千郷地区新設園建設事業、27ページ。 

 浅尾委員と滝川委員の説明で理解しました

ので、取下げをお願いいたします。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 ４番目の質疑者、今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 ３款３項３目母子福祉費、

母子自立支援事業、27ページです。 

 高等職業訓練促進給付金増加の主な内容を

お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 加藤こども家庭センター

長。 

○加藤久美子こども家庭センター長 高等職

業訓練促進給付金増加の主な内容につきまし

ては、本制度の見直しに伴い給付金の増加が

必要になったものです。 

 具体的には、対象期間が１年以上の訓練等

から６か月以上の訓練等に緩和されたことに

加え、対象資格が国家資格から民間資格にも

拡充されたことによります。 

 この制度変更により、申請者が13か月の養

成機関で修学することで最終年限１年間に限

り月額４万円の加算の対象となり増額が必要

になったものです。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 分かりました。 

 では、次に参ります。 

 ３款４項１目生活保護総務費、生活保護一

般事務経費、29ページです。 

 生活扶助基準見直しの内容とシステム改修

の概要をお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 中尾福祉課長。 

○中尾昌達福祉課長 物価上昇や急激な経済

変動などに対応するための特例的措置として、

令和７年10月より全ての被保護者を対象とし

て、従来月額１千円であった特例加算が月額

1,500円に引き上げられることとされており

ます。ただし、この対象には例外があり、入

院患者や介護施設等に入所している方につい

ては、従来どおり月額１千円が適用されるこ

ととなっております。 

 今回は、この改定に伴い生活保護システム

の改修委託料を計上するものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員の質疑が終

わりました。 

 次に、５番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 では、３款１項１

目社会福祉総務費、社会福祉一般事務経費、
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27ページ。 

 補正の内容と福祉医療システム改修委託料

増の内容をお願いします。 

○丸山隆弘委員長 黒田保険医療課長。 

○黒田健二保険医療課長 補正の内容と福祉

医療システム改修委託料増の内容ですが、こ

ちらは、子ども医療費等の福祉医療制度の受

給資格をお持ちの方が病院にかかる際に、マ

イナンバーカードを医療費助成の受給者証と

して利用できるようにするものになります。 

 そのためには、ＰＭＨ、パブリック・メデ

ィカル・ハブシステムという国のシステムに

市が持っている福祉医療の資格情報を登録す

る必要があり、その情報連携を行うためのシ

ステム改修を行うものになります。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 これ、財源が半分

国費、国のもので、半分は一般財源というこ

となんですが、理由を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 黒田保険医療課長。 

○黒田健二保険医療課長 今回の改修費用で

すけども、合計で937万２千円で、そのうち

２分の１が国の地域診療情報連携推進費補助

金というもので補助されます。現在、国では、

医療ＤＸというのを進めておりまして、令和

８年度以降のこういった公費医療負担の全国

展開というのを目指しております。 

 そのために、まず国の補助金がつくという

のがあるのと、ただこの医療公費負担の医療

情報、公費負担福祉医療というのが、これは

国の制度ではなくて、全国の各市町村が単独

でやっている事業になりますので、半額は市

町村が見るということになっておると認識し

ております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出３款民生費の質疑を終了します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

 ここで、説明員入替えのため、暫時休憩を

いたします。再開を10時35分とさせていただ

きます。 

 

   休 憩  午前10時27分 

   再 開  午前10時35分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

 杉本健康福祉部長から発言の申出がありま

すので、許可をいたします。 

 杉本健康福祉部長。 

○杉本晶子健康福祉部長 申し訳ございませ

ん。先ほど、浅尾洋平委員と滝川健司委員か

ら御質疑いただきました児童福祉施設整備費、

千郷地区新設園建設事業の内訳の中の金額で

ございますけれども、合計で1,009万６千円

の内訳で、登記調査業務委託料が113万１千

円、実質調査業務委託料が996万５千円と答

弁させていただいたわけなんですけれども、

実質調査業務委託料の金額が間違っておりま

して、896万５千円が正しいということでご

ざいますので、修正をよろしくお願いいたし

ます。 

○丸山隆弘委員長 ただいまの杉本健康福祉

部長からの発言訂正につきましては、委員長

において許可をいたします。 

 次に、歳出５款労働費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、５款１項１目労

働諸費、地域の人事部組織構築準備事業にな

ります。31ページ。 

 １点目は、どのような内容なのか伺います。 

 ２点目は、働きやすい職場支援とは具体的

にどのようなことをするものなのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 
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○永田美紀産業政策課長 ２点、御質疑いた

だきましたので、順に答弁申し上げます。 

 １点目、どのような内容か伺うという点に

つきましては、内容につきましては、市内の

中小企業等の福利厚生を充実させるため、実

証実験や勉強会を実施する商工会へ補助金を

交付するものでございます。 

 ２点目、働きやすい職場支援とは具体的に

どのようなことをするのかにつきましては、

具体的な内容といたしましては、商工会がハ

ブとなりまして、市内の中小企業等の従業員

のウェルビーイング向上を図ります。市内中

小企業等単独では導入の難しい医療専門家に

よる心と体のケアサービスを、市内複数の中

小企業等に対し、同時にプレ導入する実証実

験を行い、従業員へのサービスの有用性や、

従業員の声をデータ化した結果を基に、働き

やすい職場づくりを目指すための勉強会を開

催いたします。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。内容につい

ては、中小企業の福利厚生を目的としたアプ

ローチだということで理解をいたしました。 

 その中で、支援としては、商工会員さんが

中心にハブとなってもらって、中小企業の従

業員さんの心と健康のケアということをやっ

ていくということですが、まずは声を聞くと

いうところから始めるのかなと思うんですが、

最終的に従業員さんのカウンセリングとかそ

ういった心の支えというか、健康状態をアプ

ローチしていくというようなゴールになるの

か伺います。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 医療専門家による

心と体のケアサービスを考えておりまして、

具体的には、ＬＩＮＥ上でのアプリで24時間

365日、いつでも匿名で気軽な相談ができる

サービスを行う実証実験をいたします。 

 その中で、外部機関へ匿名で相談すること

での相談のしやすさ、医療専門家への直接相

談できる気軽さ、従来の悩み相談などよりも、

さらに心身ともに健康で働くことができるサ

ービスを実証実験で行いたいと思っておりま

す。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 実証実験で、そういう形を

やるということで理解いたしましたが、では、

実態、現在では、中小企業の皆さんの心と健

康の相談窓口がなかなかないというところか

らの発想ということで理解していいのか伺い

ます。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 大きな企業では健

康経営などの視点から、福利厚生の従業員の

働き方に資金を投じることで企業の魅力の１

つとして、従業員の定着や確保につながって

おりますが、なかなか中小企業では福利厚生

等に十分な人材、費用を割くことが難しいと

いうのが現状でございます。 

 働きやすい職場環境の向上を目指す複数の

企業が、そのスケールメリットを生かして、

一緒に取組を進めることで単独企業で導入が

難しいサービスの充実を図れる可能性がある

ため、今回の実証実験を行うこととしました。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。内容は大枠

分かりました。 

 ちょっと財源の内訳だけ教えてください。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 財源は、ふるさと

納税を予定しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 144万円余をふるさと納税

で賄うということでありますが、そこでちょ

っとお聞きしたいのは、クラウドファンディ

ング型でのふるさと納税で納税を募集して、

寄附金額による事業の実施を行うという事業
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になるわけですけど、この場合、144万円に

満たなかった場合は、この事業というのは縮

小するのか、どうなっていくのか教えてくだ

さい。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 少なかった場合で

ございますが、寄附いただいた範囲の中で働

きやすい職場づくりを目指すための複数企業

と取組を実施してまいります。主には、勉強

会等を行っていく予定でございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、滝川健司委員。 

○滝川健司委員 同じく５款１項１目労働諸

費、地域の人事部組織構築準備事業、31ペー

ジ、事業の内容は浅尾委員の質疑で大体分か

りましたけども、ちょっとイメージというん

ですか、成果指標というんですね、これ、ウ

ェルビーイングの向上ですとか、エンゲージ

メントを図るということで、どういった成果

が指標として現れるのか、検証として難しい

と思うんですけど、心の悩みだとか健康相談

とかいろんな悩み事があるでしょうし、そう

いうのがどうやってその効果があったのか、

なかったのかというのを検証されるのか、そ

の辺がちょっと理解できないですけど、その

辺についてお願いします。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 先ほど申しました

実証実験のフィードバックといたしまして勉

強会を行います。参加企業の働きやすい職場

にどう生かそうかと、ワークショップを行う

ために活用するものでございますが、成果目

標といたしましては、サービスの有用性を検

証し、来年度以降当該サービスに限らず複数

の企業で働きやすい職場づくりを目指すシス

テムの構築をつくっていくきっかけとなるよ

うなものを目標としております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 ますます分からなくなった

けど。 

 だから、それをどうやって検証するのかと

いうことですけど、今、言われた、言葉で言

うのは簡単ですけど、市内のそういう各中小

企業さんがどういった形でそういうふうに実

感として、今、働きやすい環境になったとい

う、言葉なのか、数値なのか、処遇なのか、

精神的なものなのか、肉体的なものなのかと、

いろんな要素があると思うんですけど、そう

いうものを働きやすくなったりという、職場

がよくなったとか、何かないと評価できない

と思うんですけど。 

 ワークショップやって、いろんな意見が出

て、それじゃそれいいね、私たちの企業も社

長に言って取り入れてもらおうかしらとか、

そんなようなやり方もあるかもしれんけど、

そういった情報交換がお互いの企業の職場環

境をよくしていくという形になると、イメー

ジとしては分かるんですけど、何かつかみど

ころのないような事業なのかなと思うんです

けど、その辺については再度お願いしたいと

思います。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 新城市が、女性が

働きやすい職場が多いまちというブランディ

ングを構築したいと思っておりまして、実証

実験でどのような結果が出るのかというとこ

ろもありますが、その数値の結果を生かして

参加された企業が、今後、女性が働きやすい

職場にするにはどのような仕組みが必要か、

どんな制度が必要かというものをつくってい

くことになると考えております。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 分かったような、分からん

ような、どういう効果があって、職場、女性

が定着しやすい、働きやすい新城市になるた

めの実証実験ということで理解しておきます

けども、また、成果、結果等を報告いただけ

ればと思いますが。 
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 今、予算についても、クラウドファンディ

ング型ふるさと納税ということで、やり方は

分かりましたけども144万１千円という数字、

どうしてこの数字になったのか。アプリとか、

そういったものの開発費の費用だとか、運用

費用だとか、どういった形の悩み事や相談を

受けて答えてくださる方の経費だとか、いろ

んなものの積み重ねだと思うんですけども、

ちょうどその141万１千円という設定がちょ

っと理解できなかった。どういった形で、こ

の金額が出たのかお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 事業を実施する上

で説明したとおり、アプリを導入したいと考

えております。初期導入費用、それから、基

本料金、それと、セミナー等も開催しますの

で、講師料、それから、旅費等を合計した金

額となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 このアプリというのは、先

進事例があるアプリなのか、全く新規に新城

市が目指すアプリなのか、その辺については

いかがでしょうか。参考にしたものがあるの

か、その辺について、どうでしよう。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 このサービスは、

もう既に大企業では導入がされているサービ

スとなりまして、中小企業ではなかなか費用

面で導入が難しいということがありますので、

今回、新城市の複数企業を大企業と見立てた

規模で参加していくという形になります。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 既に、大企業が導入してい

るアプリだということが確認できました。 

 それを新城市という企業体に見立てて導入

するということですけども、この費用という

のは１回こっきりなのか、期間があるのか、

そのアプリを導入したら、今、言われた講師

やいろんな先生の手数料や交通費も含めてで

すけども、そういった一過性のものもあるし、

アプリを導入してその成果があれば、また次

の年に導入するのかしないのかは別にして、

予算が通ってから、期間がちょっと分からん

かったんですけど、いつまでやってみてその

成果を踏まえた上で、これが有用であればま

た導入していくのか、その都度、またアプリ

の費用が要るのか、１回導入してしまえばも

う要らないのか、その辺はどうなってますか。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 今回は、実証実験

で複数の企業で導入することになりますが、

今回、実証実験のみでこの金額を計算してお

ります。 

 来年度以降ですが、このサービスの有用性

を検証して、中小企業がこのアプリを導入し

たいということであれば、それぞれの企業で

このアプリの導入費を支払い、加入していく

ことになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 やり方は分かりましたけど

も、有用なアプリであったと。導入したいと

いっても、また、それぞれの企業がどれだけ

の経費をこれにかけられるかよく分かりませ

んけど、そうなったときにまた違う形で補助

なり、支援を何かうまくやらないと、１回や

ってみて終わってしまうような気もせんでも

ないんですけども、それだけの負担に耐えら

れるのか、それだけのメリットがあると事業

主が判断できるのか、ちょっとよく分かりま

せんけども、何かそのアフターフォローが大

切なような気がしますし。 

 取りあえずやってみなくてはどうなるか分

からないし、あんまり効果がなければ意味が

ないかもしれませんので、それもその結果を

踏まえた上で、その時点でまたそれぞれの企

業が判断されるということでよろしいでしょ

うか。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 
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○永田美紀産業政策課長 委員のおっしゃる

とおりでございます。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員の質疑が終

わりました。 

 次に、３番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 ５款１項１目労働諸費、地

域の人事部組織構築準備事業、31ページ。 

 内容については、滝川委員の質疑で分かっ

たんですけど、先ほどのアプリの件なんです

が、これを導入するに当たって、先ほど答弁

の中でウェルビーイングという言葉があった

んですが、それがどうもよく理解できないと

ころがあるもんですから、主に職員がどうい

うふうになるのかということをお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 ウェルビーイング

向上ということで、ウェルビーイングは個人

の身体的、精神的、社会的な健康や幸福を維

持、向上させ、生きがいを感じられる状態を

目指すということになります。 

 企業においては、従業員のウェルビーイン

グを高めると、組織全体の生産性の向上、エ

ンゲージメント強化、優秀な人材の確保、定

着につながると考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 結構、難しい大学の授業み

たいな、そんな内容でうまく理解できないん

ですけど、お安いうどんを供給する丸亀の店

長、年収 2,000 万円とありましたけど、精神

的ないろんな面を重視するとやりがいがある

というんですけど、企業としては生産性が上

がらないといけないんですけど、職場から離

れていく人もどうも多いみたいで、これ重要

だとは理解できるんですけど、経営者側の立

場としてはちょっと難しいとこがあると思い

ます。 

 それで、当然お金もかかるし、辞めてほし

くないからうちもＺ世代課ができたというよ

うなところですけど、主に対象企業という、

先ほど大企業が取り入れても、中小企業とい

うのは市内は大体何人ぐらいの会社を対象に

して、今、進めているんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 １社、従業員

100人程度の企業を10社程度を考えておりま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 今の人数だとまあまあ多い

と思うんですけど、これ製造業が主にメイン

になるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 特に製造業だけと

いうことではございませんが、製造業が多い

市ですので製造業が多くなるかと思いますが、

もちろん製造業以外でも考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 次に、４番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 ５款１項１目労働

諸費、地域の人事部組織構築準備事業、31ペ

ージ。 

 事業の内容はということでしたが、これま

での浅尾委員、滝川委員、山田委員の答弁で

理解できましたので、再質疑したいと思いま

す。 

 なかなか市がこんなことまでしなくてはい

けないのかな、そんな時代になったんだなと

いう思いで聞いておりましたが、財源がふる

さと納税クラウドファンディング型で募集と

いうことなんですけども、クラウドファンデ

ィングだと、何かどういう人がこれに寄附し

たくなるのかなというところがちょっと見え

ないんですけど、どういうアプローチをしよ

うという考えなのか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 そうですね、個人
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のクラウドファンディングと、企業版のふる

さと納税、両方をアプローチしようと考えて

おります。 

 個人ではこの取組に賛同された方というこ

とで、また個人のクラウドファンディングを

やることによって、新城市がこういった事業、

施策を考えているという新城のシティプロモ

ーションにもなると考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 そうすると、恐ら

く企業さんなんかだと出してくれる方もいら

っしゃるのかなという感じで、今、聞いてお

りました。 

 あと、もう一つですが、女性が働きやすい

まちというようなこともあったと思うんです

けど、ちょっと間、聞き逃した部分もあると

思うんですけども、このウェルビーイングの

アプリと、女性が働きやすいまちというのの

関連性を伺います。 

○丸山隆弘委員長 永田産業政策課長。 

○永田美紀産業政策課長 ウェルビーイング

が女性だけというわけではないんですが、若

い女性の定着も目的としておりますので、こ

の事業をすることによって、女性が働きやす

いまちづくりということで実施したいと思い

ます。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出５款労働費の質疑を終了します。 

 次に、歳出６款農林水産業費の質疑に入り

ます。 

 質疑者、小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、６款３項２目林業

振興費、新城木育プロジェクト事業、35ペー

ジです。 

 １、今まで開催してきたこども園の評価は。 

 ２、15園全てに講師を招き開催するのか。 

 以上２点、お願いいたします。 

○丸山隆弘委員長 藤原森林課長。 

○藤原一宏森林課長 それでは、説明をさせ

ていただきます。 

 まず、１番目、今まで開催してきたこども

園の評価はということなんですが、こども園

における木育教室は、令和３年度から開始し、

令和６年度までに12園で、延べ17回開催して

まいりました。 

 園からは、木に触れる機会がなかなかない

ので実際に木に触れる経験はとても貴重、ま

た、木のおもちゃは香りもよく感触だけでは

なく匂いも楽しみながら遊ぶことができた、

紙芝居は大事な内容で分かりやすく集中して

見ることができた、木育教室から日がたって

も自然に興味を持っている姿がうかがえる、

子どもたちが楽しかった、またおもちゃで遊

びたいとの声もあったなどの感想をいただい

ています。 

 また、従来は開催を年間６園までとしてお

りましたが、本年度より希望がある園全てと

いたしましたところ、15園全てより開催希望

をいただきましたことから、高評価をいただ

いておるものと認識しております。 

 次に、２番目、15園全てに講師を招き開催

するのかというものでございますが、こちら

におきましては、各こども園で偏りのない体

験ができるよう15園全てに講師を招き開催す

る予定でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、１からです。おお

むねというか、よかった、とてもよかったと

いうことで、だからこそ拡大したと思います。 

 小学校でも一部、これ木育として学びの学

校とかも行ってるんですけど、今回の授業と

いうのは、今後、全小学校への開催も念頭に

置いた上での今回の事業と捉えてよろしいで
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しょうか。 

○丸山隆弘委員長 藤原森林課長。 

○藤原一宏森林課長 まず、こども園で行わ

せてもらう内容につきましては、木と親しむ

ですとか、木と触れ合うというところで、ま

ず最初に開催をさせていただきまして、その

後、小学校では、森林学習というような形で、

山に入って森林と触れ合うだとか、木を切っ

たりする体験、そういったものを学んでいた

だくことによって、木に対する普及啓発、ま

た今後、活用していただけるような形、要は

木を使う子どもたちを未来につなげていくと

いうか、使ってもらえるような形で育ててい

くという考えの中で進めておるところであり

ます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 この木育プロジェクトの

目的とか、あと自然を新城の誇りとした教育

憲章、こちらを次世代につなぐという観点か

らも、小学校のほうへつないでいただけると

いうことも期待しておるんですが、では次、

２番に行きます。 

 全て偏りなくということで、各こども園で

講師が派遣されていくということでした。そ

こで、講師の具体的な仕事、そこでどういっ

たことを行うのかということをお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 藤原森林課長。 

○藤原一宏森林課長 講師の方ですが、業者

の方等ではなくて、一般市民の方です。ボラ

ンティアで木と触れ合うような機会を子ども

たちに提供しておる方でありまして、内容と

しましては、自分のそういった技術とかを生

かして、木のおもちゃを作って見える方です。 

 この方が、自分で作ったおもちゃを持ち込

んでくださいまして、どうやってその木のお

もちゃを作るのかですとか、どうやってこう

いった木のおもちゃで遊ぶのかというような

内容を説明してくださったりですとか、おも

ちゃを作るときに出た端材、そういったもの

をうまく使って、木工工作的なものの指導等

をしてくれる形となっております。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 講師も市民の方、そうで

すか。木のおもちゃを作って持ち込んで、そ

れで遊ぶというようなことも行うということ

ですけど、私、一遍お邪魔したことあるんで

すけど、職員さんも混じって、何かわちゃわ

ちゃと遊んでいたような感じがあるんですけ

ど、あんな感じでおもちゃで遊ぶというのも

あるんですが、それこそかんなくず、ああい

うのを持ち込んで遊んだりとか、木を積んで

みたりとか、そんなような感じで全体構成さ

れるのかどうかお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 藤原森林課長。 

○藤原一宏森林課長 今、委員のおっしゃら

れるとおり、そういった形の構成で進めてい

くところでありますが、事前に、こども園の

保育士さんともお話をして、今回はこんな感

じのものがいいとかというような意見も踏ま

えながら構成をして、行っていくように考え

ております。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 この木育というのは、木

で遊ぶということだけが目的ではなくて、五

感を刺激したり、あと情緒安定にも使えたり

するということで、もっと日頃から木との関

わりとか、そういうことを気に留めてもらえ

るように、例えば、講師から、保育士にそう

いった日頃からこういうことをやってもらえ

ると子どもたちのためになるよとか、そうい

うような指導とかはあるんでしょうかね。 

○丸山隆弘委員長 藤原森林課長。 

○藤原一宏森林課長 そういった話の中で、

やっぱり講師の方から出た意見ですとか、あ

とこういうようなふうにするといいですよと

いうような話、直接お話、講師の方も現地行

ってくださったり話ししてくださったりしま

すので、そういった話が出ておるところは事

実ありますので、そういったものもうまく活
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用していただいて、今後の木育に、保育士さ

んも含めて協力していっていただけたらなと

いう形で思っておるところです。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員の質疑が

終わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出６款農林水産業費の質疑を終了します。 

 次に、歳出７款商工費の質疑に入ります。 

 質疑者、小野田直美委員。 

○小野田直美委員 ７款１項３目観光振興費、

観光のまち新城ＰＲ事業、37ページです。 

 １番、増刷する部数は。 

 ２番、改訂箇所は。 

 以上、２点お願いいたします。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 まず、増刷する部数に

つきましては、２万部を予定しております。 

 それから、改訂箇所につきましては、今回

の増刷については改訂予定はございません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 増刷する部数が２万部、

これあるがままのおもてなしという、あれの

ことですよね。これ何か月ほどもたせるとい

うのか、もつ予定で２万部刷るんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 今回、増刷することで、

来年度中もてばいいかなと思うんですが、欲

しいと言われるときがやはり波があるもんで

すから、少なくなってきたら増刷なり、改訂

なりを行いたいと思っておりますので、いつ

までというのはなかなかお答えにくいところ

ですけれども、今年度はもちろん、来年度の

タイミングまではもつような感じで思ってお

ります。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 現在発行されているのが、

2024年11月発行のものでということでよろし

いでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 現在は2024年11月でご

ざいます。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、２番行きますね。

改訂箇所がなしということでした。 

 これ見てみますと、現在の内容と違ってい

るところがポツポツと見られるんですね。例

えば、設楽原決戦場まつり写真付きで文章が

載っているんですが、確か子ども武者による

馬防柵演武、これはなくなってたような気が

しますし、旅館の軒数もちょっと先ほどお聞

きしたら７軒ということだったんですが、８

軒と書いてある。これ改訂必要なんではない

かなと思うんですが、見解をお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 大きくデザインであっ

たりとか内容を改訂はいたしませんが、委員

おっしゃられた訂正箇所については、現在の

状況に訂正を行いまして、増刷をする予定で

ございます。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 ということは、いわゆる

文章とか写真、古くなってないかということ

を一つ一つ問い合わせたり、チェックしたり

して訂正箇所を見ていくというようなことで

しょうか。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 内容はもちろんですけ

れども、写真等についても、できる限り新し

いものというか、現状に近いものにしていく

予定ではおります。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 先ほど、改訂箇所なしと

言ってみえたんですけど、なしと言われるか

ら、もうこのまんま刷り増していくのかなと

思ったんですけど、そうではないということ

ですか。いわゆるちゃんと見て、訂正して直
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して、新しい版でいくというようなことでよ

ろしいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 基本的なレイアウト、

このままの体裁で出すということでございま

すが、内容については、もちろん修正等は行

うという形でございます。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 来年度中まで使いたいと

いうことでしたら、これは直していかないと

と私は思っておりますので、直してください。 

 それで、このパンフレットを手に取った人

が、例えばもっと詳しい情報を得るための二

次元コードですね、これをつけたほうがいい

んではないかというような話というのは出た

のかどうか、お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 貝崎観光課長。 

○貝崎禎重観光課長 特段こちらにそういっ

た御意見はいただいておりませんけれども、

あのＱＲコードで、例えばホームページに誘

導といったことについては、現在検討してお

ります。 

 今回、増刷にもしも間に合うようでしたら

入れていきたいと考えております。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員の質疑が

終わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出７款商工費の質疑を終了いたします。 

 次に、歳出８款土木費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、８款３項１目河

川費、緊急自然災害防止対策事業、39ページ。 

 １点目、２億100万円の主な内容を聞かせ

てください。 

 ２点目は、施工範囲と今後のスケジュール

を伺います。 

○丸山隆弘委員長 長屋土木課長。 

○長屋匡紀土木課長 それでは、２億100万

円の主な内容についてですが、事業費２億

100万円の内容につきましては、幾度となく

河川氾濫を繰り返し、周辺家屋の浸水被害が

生じることから、幽玄川の改修工事を実施す

るものです。河川改修工事を実施することで、

現在の約２倍の流下能力を有することになり

ます。 

 事業費の内訳としましては、河川改修工事

費が9,100万円、用地購入費が5,500万円、物

件補償費が5,500万円となります。 

 （２）施工範囲とスケジュールですが、施

工範囲につきましては、計画平面図の資料を

見ていただくのが一番分かりやすいと思いま

す。幽玄橋から月見橋の区間となります。 

 今後のスケジュールにつきましては、物件

補償、用地購入を令和８年８月末までに完了

させ、その後、河川改修工事に着手します。

事業完了は令和８年度末を予定しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 幾度となく河川氾濫の被害があったという

ことでありますが、大体、今どのような被害

があったのか、主な回数だとかそういった状

況を教えていただきたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 長屋土木課長。 

○長屋匡紀土木課長 直近で一番大きかった

のが、令和５年６月上旬の線状降水帯の大雨

の被害。それと、令和６年８月末から９月上

旬にかけた台風関係の被害でありまして、特

に、見返橋というところがあるんですが、ち

ょうど市民病院に向かうとこ、幽玄川にかか

っている橋なんですが、そこのところでちょ

っとオーバーフローして、特に、令和６年の

被害のほうが大きかったんですが、浸水被害

として約20件ぐらいを数えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。オーバーフ
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ローもして、20件もの近隣の浸水被害等があ

るということで、大変な繰り返しの被害があ

ったと理解をいたしました。 

 こちらの事業費、２億円ということで、大

体資料見ると110メートルの範囲内をやる工

事なのかなと理解をするんですが、その中で

かなり多くの予算をかけざるを得ないような

工事になるかなと思うんですが、自分として

はちょっと短い中での多くの費用を、２億円

というものを投入しなければならない事業と

いうことで、どういったものが特にお金がか

かるのか、どういった特殊性から、それぐら

いかかってしまうものなのかというところを

教えていただきたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 長屋土木課長。 

○長屋匡紀土木課長 まず、工事の概要なん

ですけど、通常イメージとするのは、既設の

ものをやめてしまって、別ルートにして河川

改修する案と、今、既設のものを一時的に撤

去して、その同じ位置に新しい河川断面を設

ける場合がありますけども、今回は後者のほ

うで既設の位置に新しい河川を設けるという

ことで、非常にちょっと特殊な工事になって

おりまして、今の水路が昭和30年代後半のも

のだと思うんですが、もう全部撤去すると、

周辺の民家にも影響を与えるという判断で、

民家側の壁は残しながら補強するような工事

をします。それで、民家に影響しない部分の

反対側については、壊しまして、二次製品、

既製品のＬ型の擁壁をひっつけて、鉄筋で補

強してやると。 

 ちょっと通常の工事と違って、そういった

特殊な工事になるのが、高くなった要因とし

て挙げられるのかなと思います。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 すみません。続けて２点目ありますので、

浅尾洋平委員、ごめんなさい。 

○浅尾洋平委員 失礼しました。もう１点あ

りました。 

 工事の件は、今の特殊性など教えていただ

いたので理解いたしました。 

 それでは、次の質疑に入ります。 

 ８款４項２目都市公園費、都市公園等管理

事業、39ページです。 

 248万８千円の内容を聞かせてください。 

○丸山隆弘委員長 金田都市計画課参事。 

○金田浩司都市計画課参事 248万８千円の

内容につきましては、まず、修繕料につきま

して、市場台北公園の遊具に不具合があるこ

とから早急に修繕を行うものです。 

 委託料につきましては、緑が丘緑地及び萩

平公園内において、樹木が大きくなり近隣住

宅や道路等へ影響があるため、伐採や剪定を

行うものです。 

 原材料費につきましては、田町川北公園砂

場の砂を補充するためのものでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 北公園とかの緑が丘の樹木の伐採というこ

とで、北公園の遊具の修繕箇所ということで、

応急処置もしていただいているもんですから、

安全は確保されてるかなと思いますが、やは

り、こういった破損によって遊具を使うのは

子どもたちが多いと思いますので、やっぱり

指を切ったりだとか、けがをするとかそうい

ったことは、今のところ確認はされているの

かどうか伺いたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 金田都市計画課参事。 

○金田浩司都市計画課参事 今のところ、そ

のような御報告等はいただいておりません。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それだったらよかったと思

います。結構、子どもたちが使う遊具なので、

早急な対応をしていただいたということで、

ありがたいと思います。 

 また、北公園のことなんですが、こういっ

た遊具の点検等で補修を今回していただける

ということなんですが、フェンスも壊れてま
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して、フェンスの接続部分が多数取れてぶら

んぶらんになっている状況があるんですが、

そういった状況は理解しているのか、今回の

補正予算の中には入れていないということの

理解かどうか伺いたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 金田都市計画課参事。 

○金田浩司都市計画課参事 ただいまのフェ

ンスの件につきましては、近隣住民の方から

も御連絡をいただきまして、現地は確認をさ

せております。 

 早急に修繕をしていきたいとは考えており

ますけども、今回の補正の中には、補正の要

求をした後からちょっと御連絡をいただいた

ものですので、今回の補正の中には入ってお

りませんが、早急には修繕していきたいと考

えております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 ８款３項１目河川費、緊急

自然災害防止対策事業、39ページ。 

 内容については、浅尾委員の質疑でほぼ理

解しております。 

 １点、再質疑としては、月見橋から幽玄橋

の間が110メートルということで、この予算

が執行されれば、今まで長年まちなかの洪水

がこれで予防できると思うんですけど、この

流量が２倍になったという計算からしますと、

また次のほうにたくさん流れるんではないか

と勘ぐるんですけど、ほぼこれで解決ができ

るという目測だと思うんですけどいかがでし

ょうか。 

○丸山隆弘委員長 長屋土木課長。 

○長屋匡紀土木課長 ２倍に増えたことによ

って、次のところというのは、下流側のこと

かなと思いますけども、今回の施工範囲のと

ころより下流は断面が大きいので、その辺の

受入れはいいかなと思います。 

 これで大丈夫だというところですけれども、

土木的なお話でいくと、一応、100年に１回

の雨に耐えられる構造物であるとか、５年に

１回とかというのはあって、今回は100年に

１回の雨でも大丈夫だよという計算の基にな

っておりますので、永代大丈夫かといえば、

そういうことではないということです。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員、よろしい

ですか、まだ続いてありますが。 

○山田辰也委員 では、続きまして、８款４

項３目震災対策費、建築物地震対策推進事業、

39ページ。 

 対象となる予定数をお願いします。 

○丸山隆弘委員長 滝川都市計画課長。 

○滝川昌幸都市計画課長 今回、増額を予定

してるのは、建築物地震対策事業におきます

補助金であります。 

 当初予算では、木造住宅耐震改修費の補助

に５件、木造住宅除去費補助を３件、木造住

宅耐震シェルター整備費補助を３件予定して

いましたが、今回、既に木造住宅耐震改修費

が５件分交付決定した上、ほかに相談を受け

てる件数があるものですから、木造住宅の耐

震改修費の補助を３件分増額して８件分とす

るものです。 

 また、この事業の予算を充当している国の

交付金、また県の補助金に合わせる必要があ

ることから、木造住宅耐震改修費補助の増額

に対応するため、今年度執行が見込まれそう

にない耐震シェルターの整備費補助金の３件

分を減額したものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 分かりました。 

 木造住宅は、今、耐震に耐えれるようなの

が多いんですけど、古くなっていく建物が新

城市多いもんですから、今後、増加の傾向に

あると思うんですけど、先ほど耐震シェルタ

ーを減額した理由としては、申請がなかった

ということでよろしいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 滝川都市計画課長。 

○滝川昌幸都市計画課長 この地震対策推進
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事業の事業は、全て国と県の交付金を充てて

事業を行っております。国や県の財政も厳し

いことから、余裕を持って交付していただく

わけではありませんので、そうした中で、今

回、耐震改修事業がやはり申込み等も多いこ

とですので、そちらを優先させていただくた

めに、今回、今現在のところ、シェルターの

申込みはありませんので、また相談もないも

のですから、そちらを減額という形で耐震改

修費に充てるようにさせていただきました。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出８款土木費の質疑を終了します。 

 次に、歳出10款教育費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、10款３項１目学

校管理費、特別教室空調設備整備事業、43ペ

ージです。 

 １点目、５億8,174万６千円の内容を伺い

ます。 

 ２点目は、今後のスケジュールと予算の内

訳を聞かせてください。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 まず、１点目、５

億 8,174 万６千円の内容につきましては、市

内６中学校の特別教室への空調設備を整備す

るための工事請負費となっております。 

 ２点目、今後のスケジュールと予算の内訳

につきましては、スケジュールにつきまして

は、資料要求でお示ししたとおりとなってお

ります。 

 また、予算の内訳につきましては、６校を

一括発注せず、市内２方向に分け発注を予定

しております。その１工事としまして千郷、

八名、作手の３校２億5,810万４千円、その

２工事としまして新城、東郷、鳳来の３校分

３億2,364万２千円となっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 この６中学校の工事を今回行うことで、中

学校、小学校の特別教室全てつきますよとい

う意味合いになるのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 今回は中学校の特

別教室となっております。 

 小学校は今後のことになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。ちょっと小

学校は、またこれから検討ということで理解

いたしました。 

 この件については、現役の中学生の声も聞

いて、私もここで伝えてきましたし、教育長

も特別教室つけていきたいんだという答弁も

いただいていたので、本当に今回取り付けが

できるということでよかったと思います。あ

りがとうございます。 

 こうした中で、２つ予算の発注のことで移

りたいと思いますが、２つに分けた、３校、

３校に分けた何か意味合いというか、そうい

った一括発注方式ではない形にしたのは、何

かあるのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 工事を２つに分け

た理由としまして、まず工期を短縮するとい

うことで、可能な限り早く学校へ空調設備を

設置するということで、まず工期の短縮、も

う一つは受注機会を増やすということで、市

内等受注業者が契約等を受ける機会を増やす

ということで、その２点を考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 非常にいいと思います。工

期を短縮するのと、また市内事業者を使って
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のこういった経済を回していくという事業に

なるということでよかったなと思います。 

 では、工期完了については、資料から察す

ると、令和８年７月25日にこの事業、完了す

るよという理解でいいのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 資料にお示しした

とおり、今後、開札等を11月に予定をしてお

りまして、金額が議決承認必要な案件になり

ますので、その後、契約し、１学期中には完

了ということで予定をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。スムーズに

いくことを願っておりますので、またよろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質疑に入りたいと思います。 

 10款５項４目学校給食施設整備費、学校給

食施設改築事業、45ページになります。 

 １点目は、1,345万３千円の内容を伺う。 

 ２点目、新城小学校の防火シャッターはい

つ設置されたものなのか、伺う。 

 ３点目、今後のスケジュールを伺います。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 ３点御質疑いただ

きました。 

 １点目です。1,345万３千円の内訳ですが、

新城小学校北校舎の１階から３階に設置され

ております防火シャッター付近に、新たに防

火シャッターを取り付ける工事を行うもので

す。 

 ２点目の新城小学校の防火シャッターの設

置時期でございますが、昭和48年の北校舎完

成時に設置されたものです。 

 ３点目の今後のスケジュールですが、補正

予算がお認めいただきましたら、早急に発注

をして、令和７年12月末の完成を予定してお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 まず、１点目の北校舎の防火シャッターを

替えるということですが、これは、今ついて

る古い防火シャッターを取っ払って、新しい

防火シャッターを取り付けるという内容でい

いのか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 委員のおっしゃる

とおり、今、おっしゃった下りる部分は全て

取り外して、その付近に新しい防火シャッタ

ーを設置する予定です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 新しいものにしていくよと

いうことで理解をいたしました。 

 この防火シャッター、２点目ですけど、昭

和48年に設置されて、今まで使ってるという

ことで、非常に古いんではないかなと思うん

ですが、こういった防火シャッターというの

は、更新のサイクルとかそういったものはな

かったのか伺いたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 各校の防火シャッ

ター等につきましては、消防設備点検で点検

をしておりまして、シャッター等に不備があ

ると指摘を受けた場合には、更新と修繕を計

画しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 なるほど。そしたら、消防

の点検で指摘を受けない以上は、別に更新を

しなくてもいいというか、そのまま動けばい

いというような流れの防火シャッターの運用

ということで理解していいですか。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 現在ついておる各

校防火シャッターにつきましては、既存不適

格という表現になりますが、設置当時は、法

律に基づいて設置しておるものですから、今

回改築で指摘を受けた際には改修していくと

いう方向になろうかと思います。 
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○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 今回の防火シャッターを外すとか、また買

い換えるという流れの中で、いろんな確認を

愛知県に取ったり、またそのところがよろし

くないよと言って、計画を再練り直ししたと

かそういったことがあると聞いたんですが、

そこら辺の流れをかいつまんで教えていただ

きたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 今回の新城小学校

の受入れ室の改修につきましては、新城小学

校の南校舎、北校舎、新しくつくる受入れ室

の校舎を１つの建築物として、愛知県のほう

で審査を受けております。 

 その中で、先ほど大蔵課長が申し上げたシ

ャッターにつきまして、既存不適格というこ

とで、そこについても是正をしながら、受入

れ室の整備をしてくださいという条件がつい

ておりました。 

 その上で、防火シャッターの、今回、避難

時の停止装置を付ける予定としておりました

が、その装置が古過ぎてつけられないという

中で新たに防火シャッターを取り付けるとい

う流れとなっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。なるほど、

停止装置をつけなければならないということ

になって、それが古過ぎて規格に合わなくて

新しいものをつけるということになったとい

うことで、理解いたしました。 

 では、そのスケジュールについてですが、

そういったいろいろな紆余曲折あったんです

けど、この新城小学校の受入れ室の完成のス

ケジュールというのは、ずれることなくいつ

終わるとかそういったことは影響あるのか。

日時も併せて教えてください。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 新城小学校の改築

工事の全体のスケジュールにつきましては、

令和７年５月15日から令和８年５月９日まで

を工期としております。この工期の中で、今、

申し上げたような防火シャッターの取替え工

事なども含めて行いますので、当初予定して

おりました工期が変更になるようなことはご

ざいません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 ２番目の質疑者、滝川健司委員。 

○滝川健司委員 それでは、10款５項４目学

校給食施設整備費、学校給食施設改築事業、

45ページですけども、設計変更の経緯と防火

ショッターの必要性は分かるんですが、今回

受入れ室を増築することによって、既存不適

格の防火シャッターを直さなければいけない。

これはもう設計の段階で分かってたことなの

か。どういう経緯というか、今の時点でまた

補正で追加、追加というかシャッターを取り

替えなければならない、資料見ると、何か後

付け、後付け装置の設置不可を確認って、こ

れ設計のときに何で確認できなかったんです

か、それを伺います。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 設計の段階では、

避難時の後付け装置の後付けの対応で可能と

いう判断をして、そちらでそのものを新城小

学校で11か所が対象となりますが、11か所の

避難時停止装置を盛り込んで予算計上してお

りました。 

 ただし、しかしながら工事を契約をして、

施工業者がシャッター業者等の確認をして打

合せをしていく段階で、先ほどお話ししまし

たように、シャッターが古過ぎて後付け装置

が取り付けられないというところが判明しま

したので、今回補正でシャッターの取替え工

事費をお願いしたものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 
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○滝川健司委員 だから、設計の段階でどこ

まで確認したのかを聞いてるんです。設計の

段階ではつけれたと判断した。誰が判断した

の、シャッター業者が判断したのか、設計者

が判断したのか、両方で確認し合って判断し

たのか。 

 そしたら、やってみたらできませんでした

って、違うシャッター業者が言い出したのか、

施工業者が違ったのか、よく分かりませんけ

ども、おかしくないですかと確認してるんで

す。 

 設計の段階で、このことは確認すべき案件

だったのではないでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 設計の段階では、

メーカーのホームページや資料などで確認を

したと設計者に聞いております。 

 ですので、現地で確認をしに行ったという

事実は確認ができませんでしたので、今、御

指摘のように、もう少し踏み込んで現地調査

などをしていれば当初から予算を入れてきた

のではないかと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 今の答弁ですと、設計の段

階でホームページで可能と判断した、現地も

見てない、メーカーにも確認してない。ミス

ですよね、明らかに、設計業者のチョンボで

しょ。市はどう判断したんですか。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 メーカーの資料や

ホームページで確認をしてと、今、申し上げ

ました。 

 前年度、令和６年度に受入れ校の工事を行

った４校がございまして、その学校の際には

防火シャッターで同じような指摘を受けてお

りました実績がございまして、そのときには、

避難時停止装置という装置の後付けで対応が

可能であったということから、今回も避難時

停止措置をつければ大丈夫だろうと判断をし

たものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 ミスの原因ですね、やっぱ

り、だろう、確認をしない。これまでも多く

のミスや判断があったんですけど、全てだろ

う、思い込みがこういった、不祥事といって

いいのか分かりませんけど、余分な出費を、

余分な出費って、必要な出費を当初からやれ

ばよかったけど追加でやらざるを得なくなっ

た経緯があると。そこら辺はやっぱりどこか

にチェック体制、あるいは確認体制が緩んで、

しっかりしてないとこういうことが後から起

きるということです。 

 ほかの物件で、というか同じような受入れ

室の増築で問題なかったから、今回も大丈夫

だろう、だろうでやってしまったということ

が、今回こういうふうな追加の補正予算にな

ったわけですので、今後こういうケースがあ

るかどうか分かりませんけども、こういうケ

ースに限らず、どうも職員の皆さん、だろう、

多分大丈夫だろう、いけるだろう。全部それ

でやってきて、結果的に後になって、財務会

計上の不手際になったり、不祥事になったり

してきてしまうわけですけども。 

 必要なものはやらなくてはしようがないん

ですけども、さっき１階から３階の防火シャ

ッターと言ってましたけど、これでまたあと

11か所と言ってましたけども、要するに北校

舎の防火シャッター全てその装置を取り付け

るということなのか。 

 これまで消防の点検で、当然これまで防火

シャッター降ろして、挟まれて不幸な事故も

あった経緯もありますし、消防等の点検で作

動確認等はやってるでしょうけども、安全装

置もあったのかないか分かりませんけども、

そういった経緯があったと思うんですけども、

これまではそういった装置がなくて、既存不

適格で済まされてきたということ、放置して

きたって言っていいのか。 
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 今回の増築工事を機に、既存不適格を直さ

なければいけなくなったという経緯なのか。

ほかにも不適格な部分はあるのかないのか、

ほかの学校にもこういったケースはあるのか

ないのかを確認します。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 御質疑いただいた

件につきまして、消防設備点検で年２回点検

をしておる、その中で今回、学校給食課のほ

うでこういう案件が出ましたので、これから、

全てのシャッターを点検しまして、危険防止

措置がついているもの、ついていないもの、

あと既存のシャッターにつくかつかないかと

いうものも併せて、点検業者にお願いしよう

かなということで考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 ほかにも既存不適格の物件

があると解釈しておきますけども、早急に対

応していただきたいと思いますけど、今回の

きっかけでそういうことが対応できれば、万

が一の事故がなくなるおそれもあるというこ

とで、早急な対応をお願いしたいと思うんで

すけども。 

 さっき聞いた、北校舎１階から３階のシャ

ッターということですけども、多分、位置的

に左右にあってだと、６か所の、11か所とい

うのは、全てにこれを取り付けるということ

でしょうか。 

 当初は、後付けでできるだろうと思ったけ

ど、後付けでできないって、シャッター自体

をもう取り替えなくてはいけなくなったとい

うことだと思うんですけども、11か所全部で

しょうか。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 新城小学校には、

南校舎と北校舎がございます。北校舎が昭和

48年建築で、今回の補正でお願いした６か所

のシャッターを更新したいと考えております。

あわせて、南校舎は昭和56年の建築となって

おりまして、こちらにシャッターの箇所が５

か所ございますが、こちらにつきましては避

難時停止装置を設置することとしております。 

 以上です。 

○滝川健司委員 え、ついとる。 

○菅野裕也学校給食課長 はい。今回の受入

れ室の工事で、全体の中で、避難時停止装置

を設置します。 

 ６か所のほうにつきましても、避難時停止

装置をつけようとしましたが、つかないので

シャッターで設計変更して取り付けるという

流れになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員。 

○滝川健司委員 南校舎の５か所は、既存の

シャッターに後付けでできたから、今回の工

事でそれは見ておったということと、北校舎

の６か所は後付けができないからシャッター

ごと取り替えるという内容でよろしいですか。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 委員のおっしゃる

とおりです。 

○丸山隆弘委員長 滝川健司委員の質疑が終

わりました。 

 ３番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 10款５項４目、学校給食施

設整備費、学校給食施設改築事業、45ページ

の工事の内容等も、先ほどの滝川委員の答弁

で理解しましたので取り下げます。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 次に、４番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 10款２項１目学校

管理費、小学校管理事業、43ページ。 

 用地購入費（鳳来中部小）138万１千円の

内容は。 

 伺います。 

○丸山隆弘委員長 大蔵教育総務課長。 

○大蔵功幸教育総務課長 鳳来中部小学校用



－36－ 

地購入費につきまして、お答えさせていただ

きます。 

 鳳来中部小学校の用地購入費につきまして

は、学校給食受入施設改修に伴う用地測量の

結果、昭和46年建設の体育館が、隣接する富

永神社境内地の一部に建設されていることが

判明したため、早急に購入させていただきた

く補正予算に要求したものです。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 以上で､通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出10款教育費の質疑を終了します。 

 次に、債務負担行為補正の質疑に入ります。 

 質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、第３表の債務負

担行為補正で、追加、売買代金返還請求事件

訴訟に関わる弁護士委託料になります。６ペ

ージです。 

 訴訟の勝訴と回収額の見込みについて伺い

ます。 

○丸山隆弘委員長 安形用地開発課長。 

○安形暢洋用地開発課長 それでは、訴訟の

勝訴と回収額の見込みについてお答えさせて

いただきます。 

 本件訴訟に係りいかなる判決がなされるか

は裁判所の判断によるところとなりますので、

市において見込みを示すことはできませんが、

市側としましては、契約に基づき支払いをし

た前払金について返還を求めるものでありま

すので、主張を認めていただけるように取り

組んでまいります。 

 請求額としましては、支払い済みの前払金

の額に、全額返還があるまでの日数に年

2.5％の利息を加えた額を考えておりますが、

回収額につきましては、相手の資産状況にも

よるとこととなりますので現段階でお示しで

きるものではございません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。また、大変

な弁護を、弁護士費用というか裁判になるか

なと思いますが、いつ頃までに裁判が終わる

予定なのかとか、そういったところも現段階

では分からないということなのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 安形用地開発課長。 

○安形暢洋用地開発課長 まだ、訴訟を起こ

しておりませんので、いつ頃になるというこ

とは分からないです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 最後にしますけど、例えば、訴訟する相手

方がいろんな状況で破産宣告とか破産された

ということになった場合は、こういった訴訟、

こういった回収見込みも含めて返還できるよ

うな裁判というのが成立するのか、そこら辺

の状況はどうなのか、伺いたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 安形用地開発課長。 

○安形暢洋用地開発課長 すみません。破産

の状況なんですけれど、この議会中なんです

けど９月４日に、相手方から裁判所に破産の

申立てをした段階であります。まだ、破産の

決定がされるかどうかというのは、今後の裁

判所の裁判の状況にはよりますんで、破産の

手続が決定がされますと配当を受けるのみと

いうことになりますので、この場合かなり回

収が難しくなることが予想されます。 

 このため、裁判所への訴状の提出等につき

ましては破産申立ての動向を見ながら、精査

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、第94号議案の質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○丸山隆弘委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより、第94号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。 

 よって、第94号議案は原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、第95号議案 令和７年度新城市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。 

 これより、質疑に入ります。 

 本議案の質疑については、通告がありませ

んので質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより、第95号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。 

 よって、第95号議案は原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、第96号議案 令和７年度新城市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 これより、質疑に入ります。 

 本議案の質疑については、通告がありませ

んので質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより、第96号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。 

 よって、第96号議案は原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、第97号議案 令和７年度新城市大野

財産区特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

 これより、質疑に入ります。 

 本議案の質疑については、通告がありませ

んので質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより、第97号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。 

 よって、第97号議案は原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の

うち補正予算案件４議案の審査が終了しまし

た。 

 お諮りします。 

 本日の予算・決算委員会は、これまでにと

どめ、散会したいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会は、散会することに

決定しました。 

 本日はこれをもちまして散会いたします。 

 次回は、19日午前９時から再開します。 

   閉 会 午前11時56分 
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 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   予算・決算委員会委員長 丸山隆弘 

 


